
 

 

 

 

 

 

＜基調講演①―１＞ 

 
「循環経済の実現に向けた環境政策の最前線」            

 
 

 

環境省環境再生・資源循環局 

 資源循環課 地域資源循環企画官 金子 浩明 
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＜基調講演①―２＞ 

 
「サーキュラーエコノミーについて」 

 
 

経済産業省 東北経済産業局 

資源エネルギー環境部 環境・資源循環経済課  

課長 佐々木 剛  





サーキュラーエコノミーについて

2026年1月19日

資源エネルギー環境部 環境・資源循環経済課

令和7年度東北地方
資源循環自治体フォーラム

説 明 資 料

サーキュラーエコノミー（CE）の概要



再生資源の利用の促進に関する法律（リサイクル法）
回収した製品等を原材料として再利用（古紙利用率、廃ガラスびん利用率等）
リサイクル配慮設計：リサイクル可能な材料選択、分解容易な設計（自動車、テレビ、冷蔵庫等）
分別回収のための表示（スチール缶、アルミ缶、PETボトル、ニカド電池）
工場等で発生する副産物（＝産業廃棄物）のリサイクルの促進（鋼スラグ、電気業の石炭灰）

1999年循環経済ビジョン
循環型経済の形成のために、従来のリサイクル対策の強化に加えて、
• 省資源化や長寿命化による廃棄物の発生抑制対策（リデュース）
• 製品・部品の再使用（リユース） 等の本格的な導入が提言された。

資源の有効な利用の促進に関する法律（３Ｒ法）
リサイクル対策の強化
リデュース、リユース対策の新設

（1999.7 策定）

（1991.4 制定）

（2001.4 施行）

順次品目追加
ガイドライン強化

3

資源循環経済政策の変遷（１R → ３R → CE）

法改正
対策の大幅追加

１R

競争環境整備（規制・ルール）
政策支援（サーキュラーエコノミー・ツールキット）
産官学連携（サーキュラーエコノミー・パートナーシップ）

1991年

1999年

2001年

2020年

2023年

循環経済ビジョン2020
環境活動としての３R ⇒ 経済活動としての循環経済への転換
グローバルな市場に循環型の製品・ビジネスを展開していくことを目的に、
経営戦略・事業戦略としての企業の自主的な取組を促進
中長期的にレジリエントな循環システムの再構築

（2020.5 策定）

成長志向型の資源自律経済戦略 （2023.3 策定）

３R

ＣＥ

ＣＥ

ビジョン

戦略

＆

・環境問題（最終処分場、大量
廃棄・不法投棄）への対応

・事業に寄与する１Ｒの推進

・深刻化する環境問題
・売上と相反する長寿命化等に

よるリデュースやリユース開始

・国際的な環境制約・資源制約
等の新たな課題

・３Ｒについて、ビジネスの力で
抜本的に推進

・企業戦略とも整合性を強化し、
成長機会につなげる

4

サーキュラーエコノミー（CE）とは

• リニアエコノミー（線形経済）では資源や環境への負荷が大きいため、製品と原材料を循環

させ、自然を再生することを原則としているサーキュラーエコノミー（循環経済/CE）への

移行が求められる。

大量生産・大量消費・大量廃棄を伴う、モノの流れが一方通行の
経済システム

製品やサービスの生産段階から、リサイクルや再利用（つまり再
生すること）を前提に設計し、新たな資源の使用や消費を最小限
に抑え、既存の資源の価値を最大化する経済システム

リニアエコノミー（線形経済） サーキュラーエコノミー（循環経済）

(出所）経済産業省 サーキュラーパートナーズ 公式サイト
(出所）近畿経済産業局

「国内外事例から学ぶ自治体のサーキュラーエコノミー」から抜粋加工



成長機会環境制約・リスク資源制約・リスク
（経済の自律性）

5

成長志向型の資源自律経済の確立に向けた問題意識

【資源枯渇、調達リスク増大】

１．世界のマテリアル需要増大
→ 多くのマテリアルが将来は枯渇
※特に、金、銀、銅、鉛、錫などは、2050年

までの累積需要が埋蔵量を2倍超
→ 再生プラスチックの利用促進による再

生プラスチックの奪い合い

２．供給が一部の国に集中して
いるマテリアルあり

→ 資源国の政策による供給途絶
リスク

※ニッケル、マンガン、コバルト、クロムなど集中
度が特に高いマテリアルあり

※中国によるレアアース輸出制限、インドネシ
ア（最大生産国）によるニッケル輸出禁止

３．日本は先進国の中でも自給
率が低い

→ 調達リスク増大の懸念

【廃棄物処理の困難性】

４．廃棄物処理の困難性増大
① 廃棄物の越境制限をする国が増加、

国際条約も厳格化の動き（バーゼル
条約）

② 一方、日本国内では廃棄物の最終処
分場に制約

【CN実現への対応の必要性】
５．CN実現には原材料産業によ

るCO2排出の削減が不可欠
※循環資源（再生材・再生可能資源(木材・

木質資源を含むバイオ由来資源)等）活
用により、物質によるが、2～9割のCO2排
出削減効果

※長期利用やサービス化により更なる削減が
可能

【経済活動への影響】

６．資源自律経済への対応が遅
れると多大な経済損失の可能性

① マテリアル輸入の増大、価格高騰による
国富流出、国内物価上昇のリスク増大

② CE性を担保しない製品は世界市場か
ら排除される可能性

③ 静脈産業は大成長産業になる見込み
→ サーキュラーエコノミーの市場が今

後大幅に拡大していく見込み
※日本国内では2020年50兆円から、2030

年80兆円、2050年120兆円の市場規模
を見込む

→ 対応が遅れれば、成長機会を
失うだけでなく、廃棄物処理の
海外依存の可能性

6

（ミッション）

国際的な供給途絶リスクを可能な限りコントロールし、国内の資源循環システムの自律化・強靱化を図ることを通じて
力強い成長に繋げる。（＝中長期的にレジリエントな国内外の資源循環システムの再構築）

（中長期目標）

経済的観点：資源・環境制約への対応を新たな付加価値とする資源循環市場を、国内外で今後大幅に拡大

社会的観点：炭素中立、経済安全保障の実現、生物多様性の確保、最終処分場の逼迫の緩和等に貢献

6

成長志向型の資源自律経済の確立の意義

社会的目標
GXへの貢献（CO2削減）

直近の日本の温室効果ガス全排出量11.49億トンCO2換算のうち、廃
棄物関係で4.13億トンCO2換算（36％）の削減貢献余地。

経済安全保障への貢献
資源循環を通じて、資源の海外依存度を低下させることで、自律性（コ
ントローラビリティ）を確保。

生物多様性への貢献（生態系保全との整合）
大規模な資源採取等による生物多様性の破壊を、資源循環を通じた
バージン資源使用抑制によって抑止。

最終処分場逼迫の緩和への貢献
これまで主に廃棄物の燃焼（ｻｰﾏﾙﾘｻｲｸﾙ）を通じて解消してきた最終処
分場の逼迫を、資源循環を通じてＧＸと両立しながら解消。

経済的目標

＜サーキュラーエコノミーの市場規模（日本政府試算）＞

（参考）世界全体のサーキュラーエコノミーの市場規模
2030年 4.5兆ドル → 2050年 25兆ドル

（アクセンチュア試算）
※Accenture Strategy 2015

80兆円

120兆円

50兆円2020年

2030年

2050年

（残余年数） 1995年 2019年
一般廃棄物 8.5年 → 21.4年
産業廃棄物 3年 → 16.8年



カーボンニュートラル、経済安全保障、グローバル・サプライチェーンにおける競争力強化を目
指し、「サーキュラーエコノミー市場」の創出を成長戦略として位置付け、「成長志向型の資源
自律経済」の確立を目指していく。

7

成長志向型の資源自律経済の確立のトランスミッション

設計・製造・販売
（環境配慮型ものづくりへの革新）

• 非所有市場（シェアリング、サブスクリプション、リース等）
• 二次流通市場（リユース、リペア等）
の活性化（業界の健全な発展のための制度化、サーキュラー・パート
ナーズでインセンティブについて議論）

リサイクル
（高品質な再生資源の供給）

利用
（CEコマースによる効率的な製品利用）

• 廃棄物産業を資源供給産業に
（選別・リサイクル技術の高度化に向けた技
術開発・設備投資支援）

• 情報流通プラットフォームの構築（事業者間
で素材情報等を共有）

課題：資源循環に配慮した製品が可視化・価値化されていない

• 環境配慮設計(易解体設計、長寿命化)の推進（トップランナー基準、ラベリング制度）
• 再生材の利用の拡大（努力義務→計画策定（目標等）・報告提出）

課題：CEコマースビジネスに対する消費者の安全・安心面での懸念、
適切な評価・支援体制の不足

課題：廃棄物から資源に戻っていない

①産官学の連携
(サーキュラーパートナーズ)

②投資支援
③ルール整備

投資支援

8

産官学の連携（サーキュラーパートナーズ（CPs））１

2

3

サーキュラーエコノミー(CE)への非連続なトランジションを実現するに当たっては、個社ごとの取組だけでは
経済合理性を確保できないことから、関係主体の連携による協調領域の拡張が必須。

国、自治体、大学、企業・業界団体、関係機関・関係団体等が参画するパートナーシップの立ち上げ。12月時点で、
807者の参画。

ビジョン・ロードマップ策定、地域循環モデルの構築の検討を皮切りに、その他の個別テーマ（標準化、マーケティ
ング、プロモーション、国際連携、技術検討等）についても、順次検討。

現在検討が進んでいる国内外の先行事例をユースケースに位置付け、共通データフォーマットやプラットフォーム間
の相互連携インターフェイス等について検討し、2025年を目途にデータの流通を促すCE情報流通プラットフォーム
の構築を目指す。

サーキュラーエコノミーの拡大で再生材の国内供給量の不足が見込まれていることから、研究開発から実証・
実装までを面的に支援することが必須。

ＧＸ経済移行債により、今後10年間で官民合わせて２兆円超の投資の実現を目指し、自動車・バッテリー、電気電
子製品、プラスチック等の長寿命化や再資源の容易性の確保に資する技術開発及び設備投資への支援。

令和6年3年間で300億円の支援を実施。長寿命化や再資源化の容易性の確保等に資する「環境配慮型ものづくり」
のための技術開発、実証及び商用化等に係る設備投資等を支援。令和7年度からの3年間も公募予定。

現在の資源循環に係る政策体系は、3R(Reduce, Reuse, Recycle)を前提としており、特に静脈産業に焦点を
当てた政策が中心であることから、「動静脈連携」を基本とするCE型に政策体系を刷新することが必須。

再生資源の需要と供給を喚起することを目指し、資源有効利用促進法を改正。

再生材の利用に関する計画策定や実施状況の定期報告の義務づけ

環境配慮設計を促進するトップランナー認定制度の創設等

ルール整備

఻

৬

৓

ऩ

਄

ੌ
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資源有効利用促進法（資源法）改正のポイント

① 再生資源の利用計画策定・定期報告
• 脱炭素化の促進のため、再生材の利用義務を課す製品を特定し、当該製品の製造事業者等に

対して、再生材の利用に関する計画の提出及び定期報告を求める。

② 環境配慮設計の促進
• 資源有効利用・脱炭素化の促進の観点から、特に優れた環境配慮設計（解体・分別しやすい

設計、長寿命化につながる設計）の認定制度を創設。
• 認定製品はその旨の表示、リサイクル設備投資への金融支援など、認定事業者に対する特例

を措置。

③ ＧＸに必要な原材料等の再資源化の促進
• 高い回収目標等を掲げて認定を受けたメーカー等に対し廃棄物処理法の特例（適正処理の遵

守を前提として業許可不要）を講じ、回収・再資源化のインセンティブを付与。

④ ＣＥ（サーキュラーエコノミー）コマースの促進
• シェアリング等のＣＥコマース事業者の類型を新たに位置づけ、当該事業者に対し資源の有

効利用等の観点から満たすべき基準を設定。

サーキュラーパートナーズ（CPs）について
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サーキュラーパートナーズ（CPs）の概要
• サーキュラーパートナーズの目的と主な検討事項は以下の通り。

ビジョン・ロードマップ
検討WG

地域循環モデル
構築WG

今後の日本のサーキュラーエコノミーに関する方向性を定めるため、2030年、2050年を見据えた日本全
体のサーキュラーエコノミーの実現に向けたビジョンや中長期ロードマップの策定を目指す。
また、各製品・各素材別のビジョンや中長期ロードマップの策定も目指す。
領域別WG：鉄鋼、プラスチック容器包装、清涼飲料用のPETボトル循環、電機・電子製品、建設、

アルミニウム

循環に必要となる製品・素材の情報や循環実態の可視化を進めるため、2025年度を目途に、データの
流通を促す「サーキュラーエコノミー情報流通プラットフォーム」を立ち上げることを目指す。

自治体におけるサーキュラーエコノミーの取組を加速し、サーキュラーエコノミーの社会実装を推進するため、
地域の経済圏の特徴に応じた「地域循環モデル（循環経済産業の立地や広域的な資源の循環ネット
ワークの構築等）」を目指す。

国際連携・標準化WG

CE情報流通
プラットフォーム構築WG

サーキュラー
パートナーズ

の目的

各主体の個別の取組だけでは、経済合理性を確保できず、サーキュラーエコノミーの実現にも繋がらないことから、
ライフサイクル全体での関係主体の連携による取組の拡張が必須。
そのため、サーキュラーエコノミーに野心的・先駆的に取り組む、国、自治体、大学、企業・業界団体、関係機
関・関係団体等の関係主体における有機的な連携を促進することにより、サーキュラーエコノミーの実現に必要と
なる施策についての検討を実施。

柱① 産官学の連携

その他（新規検討テーマ等）：動静脈連携、ビジネスモデル、価値化、技術、新産業・新ビジネス創出等についても順次検討を実施

国際的な政策動向等について情報発信を行うとともに、具体的な国際連携案件の創出や、日本企業の
競争力強化につながる国際標準化策定に向けた戦略検討等を行う。

12

（2025年12月25日時点）CPs会員数：807者

企業 ：656社

業界団体 ：38団体

自治体

大学・研究機関

関係機関・関係団体

：32自治体

：28機関

：53機関

（大企業：237社、中小企業：419社（うち、小規模企業：122社））

※2023年9月立ち上げ

柱① 産官学の連携

https://www.cps.go.jp/

公式サイト



31社

自治体 7自治体

5機関

2機関

青森県：青南商事、東管工業、ウメコウ、青森資源
岩手県：ニッコー・ファインメック
宮城県：築館クリーンセンター、東日本リサイクルシステムズ，高速、仙台清掃公社、宮城衛生環境公社、東部環境、東盛

ガイア環境技術研究所、千田清掃、佐々重、仙台福祉清掃社、恵和興業、佐藤金属、アルコム、アルファリンク、アルファエンジニアリング
秋田県：秋田エコプラッシュ
山形県：クリーンシステム、モリヤ、山形化成工業、アールテック
福島県：三義漆器店、白川商店、釜屋、荒川産業、カーズ

岩手県、宮城県、仙台市、山形県、長井市、郡山市、須賀川市

弘前大学、東北大学、山形大学、宮城大学、秋田県産業技術センター

宮城県環境事業公社、循環社会推進協議会

東北管内のCPs会員：45者
柱① 産官学の連携

企業

大学・研究機関

関係機関・関係団体
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（2025年12月25日時点）
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東北管内CPs会員数の推移
※2023年9月立ち上げ

柱① 産官学の連携



柱② 投資支援

事業目的・概要
事業目的
GXの実現に向けて、循環経済（サーキュラーエコノミー）への移
行のため、経済産業省では、2023年３月に「成長志向型の資
源自律経済戦略」を策定し、経済の自律化・強靭化と国際競争
力の獲得を通じた持続的かつ着実な成長に繋げる総合的な政
策パッケージを提示したところ。同戦略を踏まえ、2023年９月に
立ち上げた「サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナー
シップ」※の枠組みを活用し、新たな資源循環市場の創出に向け
た、脱炭素と経済成長を両立する取組を早期に実現することを目
的に支援を実施する。
※サーキュラーエコノミーに野心的・先駆的に取り組む、国、自治体、大学、
企業・業界団体、関係機関・関係団体等の関係主体を構成員とする連携
組織。
事業概要
（１）自動車・バッテリー、電気電子製品、包装、プラスチック、

繊維等について、再生材等を原料として活用し、再生材利
用製品を製造するための技術開発、実証及び商用化に係る
設備投資等を支援。

（２）自動車・バッテリー、電気電子製品、包装、プラスチック、
繊維等について、長寿命化や再資源化の容易性の確保等
に資する「環境配慮型ものづくり」のための技術開発、実証及
び商用化に係る設備投資等を支援。

（３）リユース、リファービッシュ等のＣＥコマース促進のための技
術開発、実証及び商用化に係る設備投資等を支援。

成果目標・事業期間

産官学連携による自律型資源循環システム強靱化促進事業
国庫債務負担行為含め総額100億円 ※令和7年度予算額 30億円（35億円）

担当課：GXグループ 資源循環経済課

事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

民間企業等

(1)・(2)補助
(1/2、1/3等)

民間団体等

(1)・(2)補助
（定額）

国

令和6年から8年までの3年間の事業であり、
短期的には、動静脈連携による資源循環や環境配慮型ものづく
りに係る実証事業等を開始することを目指す。
中期的には、動静脈連携による資源循環や環境配慮型ものづく
りを通じた製品を実証事業等により商用化することを目指す。
長期的には、動静脈連携による資源循環や環境配慮型ものづく
りを通じた製品を普及させることを目指す。

事業目的・概要 R7年度事業

・公募期間（二次公募）：
R7年10/16 ～ R7年

11/27
・補助対象経費：
建物費（新設、建て替え、
リフォームなど）、設計費、

設備費、工事費 等
・補助率：
中小企業等1/2以内
大企業等 1/3以内

・補助上限：無し

・補助対象期間：
交付決定日～
R10年02/29（最長）

・主な要件：
サーキュラーパートナーズ

（CPs）会員であること

・執行機関：
低炭素投資促進機構

https://www.teitanso.or
.jp/r7skgshigen/

※主な対象イメージ：製造工程など
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16出典：令和７年度産官学連携による自律型資源循環システム強靱化促進事業 広報資料

産官学連携による自律型資源循環システム強靱化促進事業 対象イメージ

目標項目

本事業で生産が見込まれる製品において、製品中の再生
材の含有率が10％以上

①再生材利用の促進

事業終了後2年以内に環境配慮設計の製品を市場投入②環境配慮型ものづくり

仕入れた廃棄物の50％以上を、リユース/リファービッ
シュ/リパーパス等によって製品として再利用可能

③CEコマースの促進
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サーキュラーパートナーズ（CPs）参画のメリット

⇒ CPsでは各種ワーキンググループ（会員限定公開）を随時開催しており、例えば、今後の国のビジョンや
ロードマップに関して、委員（専門家）による最新の議論をオンラインで無料で視聴することが可能。

⇒ CPs公式サイトでは、参画企業や自治体などが掲げるサーキュラーエコノミーの取組内容や目標について、
会員相互に閲覧可能となっている。自社の今後の取組の参考とすることが可能。

サーキュラーエコノミーに関する政府の方向性等をいち早く確認できる

同業他社のサーキュラーエコノミーの取組を確認できる

⇒ CPs公式サイトでは、会員による情報発信（ナレッジ登録）、ナレッジへの問合せや協業依頼が可能。また、
年1回のCPs総会ではネットワーキングの場を設けるなど、異業種を含めた会員同士の連携が期待できる。

新たな連携による新ビジネスの可能性

⇒ CPs会員向けの補助金（※）を活用可能。公募情報などは会員向けに随時情報発信。
（※産官学連携による自律型資源循環システム強靱化促進事業（経産省）、先進的な資源循環投資促進事業（環境省））

支援策情報の獲得、支援策の活用の可能性 等

サーキュラーパートナーズ（CPs）参画について



CPs参画申請方法について

• 公式サイト（https://www.cps.go.jp/）にアクセスいただき、トップページ上部右上にある

「参画申請」ボタンを押下し、ページ遷移後の「参画申請フォーム」にて各項目を入力の上、

入力内容を送信いただくと申請完了です。

• 申請内容に不備が無ければ、１日程度で承認されます。

CPs公式サイト トップページ

こちらをクリック
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CPs参画にあたり求められる取組

• 以下３点の取組を実施することが求められます。

①原則、本パートナーシップに参画した年の１２月末までに、サーキュラーエコノミーに関する定量的な目
標設定を行い、事務局へ提出します。また、当該目標を変更（軽微な変更を除く。）した場合にも事務局
へ提出します。

②サーキュラーエコノミーに関する定量的な目標及び当該目標の達成のための具体的な取組についてホーム
ページ等で公表します。

③サーキュラーエコノミーに関する定量的な目標の達成度について、原則１年ごとにフォローアップを行い、
事務局へ提出します。

【目標設定に関する補足】
・参画後に「目標提出機能」から提出いただきます。他会員の目標を検索することも可能です。
・既に自社として取り組んでいる内容（既存の目標）の中から引用する形でも結構です。
・自社のホームページで公表いただく形となります。掲載方法に決まりはございません。
・目標を達成できなかったことによるペナルティはございません。
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民間企業の目標設定例（CPs公式サイト内に掲載あり）

・温室効果ガス排出量削減率：温室効果ガス排出量●年度までに●年度比で●％削減する。

・事業所から排出されるプラスチック（廃棄物・有価物ともに）を、●年度までに●%マテリアルリサイクル
もしくはケミカルリサイクルする。

温室効果ガスの削減に触れるパターン

廃プラスチックの再資源化率に触れるパターン

・製品製造で使用する材料について、再生材の使用率を●年度までに●％にする。

再生材の活用に触れるパターン

サーキュラーパートナーズ（CPs）への
参画を検討いただければ幸いです！！

ExCメールマガジン
（Ecology x Circular Economy）

経済産業省の助成制度、セミナー・
説明会の案内、環境や資源循環経済
に関する情報などを、メールマガジ
ンで配信します。

（問合せ先）資源エネルギー環境部 環境・資源循環経済課
電 話：022-221-4930
メール：bzl-thk-exe@meti.go.jp
Ｈ Ｐ：https://www.tohoku.meti.go.jp/index.html

CE情報サイト

サーキュラーエコノミーに関する情報サイトです。
是非御覧ください。



 



 

 

 

 

 

 

＜基調講演①―３＞ 

 
「地方創生に向けた取組について」 

 
 
 

内閣官房地域未来戦略本部事務局／ 

内閣府地方創生推進事務局 

参事官補佐 鵜飼 匠太 



 



地方創生に向けた取組について

内閣官房 地域未来戦略推進本部事務局
内閣府 地方創生推進事務局

参事官補佐 鵜飼 匠太

1.人口・東京一極集中の状況 2.地域経済の状況
【地方創生をめぐる現状認識】

【地方創生の再起動】
１．目指す姿

○厳しさ
・地方の人手不足の一層の進行 ・若者や女性の地方離れ など

○追い風
・インバウンドの増加 ・リモートワークの普及 ・AI・デジタルなどの急速な
進化・発展 など

○成果
・ 人口減少問題への対処開始、地方移住への関心の高まり など

○反省
・ 人口減少を受け止めた上での対応、若者や女性の流出要因へのリーチ、国と
地方の役割の検討（人手不足と東京への集中）、地域のステークホルダーが
一体となった取組の不足 など

＝「強い」経済と「豊かな」生活環境の基盤に支えられる多様性の好循環が「新しい日本・楽しい日本」を創る

• 自立的で持続的に成長する「稼げる」経済
の創出により、新たな人を呼び込み、強い
地方経済を創出

• 生きがいを持って働き、安心して暮らし
続けられる生活環境を構築し、地方に
新たな魅力と活力を創出

• 若者や女性にも選ばれる地方、誰もが
安心して暮らし続けられ、一人一人が
幸せを実感できる地方を創出

目
指
す
姿
を
定
量
的
に
提
示

就業者１人当たり年間付加価値
労働生産性を東京圏と同水準に

地域の買物環境の維持・向上を
図る市町村の割合を10割に

魅力的な環境整備により、地方への
若者の流れを２倍に

など３つの目標 など５つの目標 など３つの目標

など３つの目標

関係人口を実人数1,000万人、
延べ人数1億人創出

AIやデジタルを活用し、地域課題の解決を図る
市町村の割合を10割に

3.地方創生をめぐる社会情勢の変化 4.これまでの地方創生10年の成果と反省

①「強い」経済 ②「豊かな」生活環境 ③「新しい日本・楽しい日本」

2

地方創生2.0基本構想（概要）（令和7年6月13日閣議決定）



・日本中いかなる場所も、若者や女性が安心して働き、暮らせる地域とする。
・人口減少下でも、地域コミュニティや日常生活に不可欠なサービスを維持するための拠点づくりや、意欲と能力のある「民」の力を活かし人を
惹きつける質の高いまちづくりを行うとともに、災害から地方を守るための防災力の強化を図る。

・ 多様な食、農林水産物や文化芸術等の地域のポテンシャルを最大限に活かし、多様な「新結合」で付加価値を生み出す「地方
イノベーション創生構想」を推進する。

・ 構想の実現に向けて、異なる分野の施策、人材、技術の「新結合」を図る取組を重点的に推進する。

・過度な東京一極集中の課題（地方は過疎、東京は過密）に対応した人や企業の地方分散を図る。
・政府関係機関の地方移転に取り組むとともに、関係人口を活かして都市と地方の人材交流を進め、地方への新たな人の流れを創出する。

・GX・DXを活用した産業構造に向け、ワット・ビット連携などによる新時代のインフラ整備を面的に展開していく。
・AI・デジタルなどの新技術を活用し、ドローン配送などにより地方における社会課題の解決等を図り、誰もが豊かに暮らせる社会を実現する。

・ 都道府県域や市町村域を超えて、地方公共団体と企業や大学、研究機関などの多様な主体が広域的に連携し、地域経済の成長につながる
施策を面的に展開する。

政策の５本柱
(1)安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生

(2)稼ぐ力を高め、付加価値創出型の新しい地方経済の創生～地方イノベーション創生構想～

(3)人や企業の地方分散～産官学の地方移転、都市と地方の交流等による創生～

(4)新時代のインフラ整備とAI・デジタルなどの新技術の徹底活用

(5)広域リージョン連携

3

地方創生に係る総合戦略
国は基本構想踏まえ、令和７年12月23日に「地方創生に関する総合戦略」を閣議決定。（期間は2025年度～2029年度。）
地方は総合戦略を推進する取組に着手し、地域の多様なステークホルダー等とともに地方版総合戦略（※）を見直し。

※地方創生交付金や企業版ふるさと納税など各種地方創生の支援メニューと連動

(2)稼ぐ力を高め、付加価値創出型の新しい地方経済の創生～地方イノベーション創生構想～ ※基本構想一部抜粋

○豊かな自然環境・自然景観を活用した地域づくり 【早期に自然共生サイトを500以上認定することを目指す】
• 自然共生サイトや里海づくり、環境と調和した農林水産業、グリーンインフラの活用促進等を通じて、地域の自然資源の豊かさと
地域の価値を相互に高め合う「自然資本を核としたネイチャーポジティブな地域づくり」を進める。

• 国立公園等の利用拠点において、滞在体験の魅力向上に資するソフト・ハード両面の取組を総合的に実施し、世界遺産やジオ
パーク等の地域資源とも連携しながら、「保護と利用の好循環」を創出する。

○循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行 【先進技術の実装等の高度な資源循環事業を３年で100件以上認定】
• 廃棄物等を地域資源として活用し付加価値創出等を進めるため、先進技術の実装支援等により広域的な廃棄物等の回収や
再生材の安定供給を行う新たな資源循環ネットワーク・拠点を構築する。また、「資源循環自治体フォーラム」を活用した資源循環
ビジネスの創出の支援、農山漁村のバイオマス資源や里山広葉樹材の活用、資源を可能な限り活用するまちづくり・インフラ整備等も
進め、関係省庁の施策を統合したパッケージにより、地域の資源循環の実現を総合的に推進する。

○再生可能エネルギーの導入による地域脱炭素の推進
【2030年度までに脱炭素先行地域を少なくとも100地域で実現し、先行的な取組を普遍化】

• 脱炭素先行地域や重点対策加速化事業等を通じて得られたノウハウの発信等により先行モデルを普遍化するとともに、熱の
脱炭素化や水素・ペロブスカイト太陽電池等の新技術を地域に実装する「地域ＧＸイノベーションモデル」の構築の検討や、適切な
営農を確保しつつ農業者の所得向上にも資する営農型太陽光発電やカーボン・クレジットの創出等を推進する。

○地域経済の更なる成長に向けた地域金融力の強化 【2026年通常国会へ関連法案の提出を目指す】
• 地域経済の更なる成長に向け、地域金融が地域の多様なステークホルダーと連携しつつ、融資にとどまらない多様な金融仲介機能
を発揮することが重要であり、今後、地方創生2.0に向けた地域金融力を強化するため、地域の事業者に対する経営改善・事業
再生等の支援や事業性融資の推進を含めた地域金融機関による地方創生の取組の後押しとともに地域金融機関自身の経営基盤
強化（資本参加先の適切な経営管理と業務運営の確保策を含む資本参加制度や資金交付制度の延長・拡充等の検討）を柱と
する地域金融力強化プランを策定し、推進する。

○「新結合」を全国各地で生み出す取組 【本年７月に関係省庁による「新結合」の支援体制を立ち上げ】
• 官民プラットフォーム等を通じた地域の地方公共団体、民間事業者や大学・高専、研究機関等の連携・マッチング支援など、新結合
を面的に広げる取組を進めるほか、本年７月に、意欲ある自治体が行う高付加価値化などの取組を関係省庁が連携してアイデア
段階から支援する体制を立ち上げる。また、地方の関係者に使いやすい、効果的な施策展開に向け、地方イノベーション創生構想
関連施策を取りまとめ、分かりやすく一覧化する。 4


